
  

各論
第2編  生活環境の整備
第1章  水道の整備
第1節  生活環境施設の概要

国民の生活基盤となる生活環境施設に関する行政のうち，厚生省の所管している生活環境施設に関する
行政としては，水道に係るものと廃棄物処理に係るものとがある。水道と廃棄物処理施設は，ともに公
衆衛生の向上と生活環境の保全・改善を目的とした施設であり，技術的にも衛生工学を基礎にしている
ところから，技術の開発・研究・利用の点でも共通するところが多い。

水道の普及率は48年度末現在で85％を超えたが，近年における水道を取り巻く環境の変化には極めて厳
しいものがあり，水源確保，水質の保全，水道事業経営の合理化等が大きな課題となっている。

また，廃棄物についても，我が国の経済の成長と国民の生活水準の向上により，その排出量の増大と質
の多様化がもたらされており，これに対処するため，処理施設の計画的整備はもとより，総合的な施策
の展開が緊急の課題となっている。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和50年版）



  

各論
第2編  生活環境の整備
第1章  水道の整備
第2節  水道の現状と動向
1  普及状況

水道法の適用を受ける給水人口101人以上の水道は，48年度末現在，全国で1万9，524となっている。事
業数の内訳は上水道事業1，825，簡易水道事業1万3，778，水道用水供給事業63，専用水道3，858であ
る。前年度と比較すると，簡易水道事業が107減少したほかはいずれも増加しているが，特に，水道用水
供給事業の増加が著しく，水道の広域化が進展している。

48年度末の水道の給水人口は9，341万人に達し，水道の普及率は85.4％となっており，この5年間に給水
人口で19.8％，普及率で8.5％増加している(第2-1-1表)。

第2-1-1表 給水人口の推移

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和50年版）



  

各論
第2編  生活環境の整備
第1章  水道の整備
第2節  水道の現状と動向
2  給水量と取水量

水道の年間総給水量は，48年度において120億ｍ3となり，43年度の85億ｍ3に対し，約1.4倍になってい
る( 第2-1-2表)。このような給水量の増加は，給水人口の増加と生活水準の向上及び産業の進展等に伴う
水使用量の増加によるものである。

総給水量を水道事業の種類別にみると，第2-1-2表のとおり，上水道の占める割合が93.5％と圧倒的に高
い。これに対し，簡易水道は事業数において70.6％と大部分を占めているにもかかわらず，給水量にお
いては全体の5.1％にすぎず，しかもその占める割合は年々低下している。一方，水道用水供給事業の占
める割合は年々上昇しており，48年度には全体の9.3％に当たる11.1億ｍ3を供給している。

第2-1-2表 給水量の変化

給水人口1人1日当たり平均給水量は，48年度で371l(上水道)となっており，前年度と比較するとほとん
どその増加がみられないことが注目される。これを水道の規模別にみると，規模の大きい水道ほど1人当
たりの給水量が多く，簡易水道においては，上水道のおよそ2分の1にすぎない(第2-1-3表)。これは，規
模の大きな水道はそのほとんどが大都市を給水区域とするが，都市部ほど水洗便所，冷暖房設備等が普
及し，経済活動が活発であるためである。

第2-1-3表 規模別給水量と給水人口
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水道用水の取水量を水源別にみると，第2-1-4表のとおり，年間取水量117.5億ｍ3(簡易水道と専用水道を
除く。)のうち約67％を河川に依存しており，しかもその割合は年々大きくなっている。中でも，ダムに
対する依存率は40年度の10.7％から48年度の20.8％へと急速に高まっている。また，ダムヘの依存率は
規模の大きな水道において特に高い(第2-1-1図)が，これは，急速に増大する需要を賄い，安定した給水
を行うためには，一挙に大量の水を確保する必要が生じたことによるものである。

第2-1-4表 水道の水源別年間取水量の推移

第2-1-1図 規模別水源の構成割合
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このように増大する水道水の需要を賄う水源は,ますます限られたものとなってきており,個々の行政区域
を越えた広い地域にわたり,長期的な水需給の予測に基づいた効率的な水源開発を進めるとともに,既存水
利を見直し,新たな活用を図る等の対応策を講じることが必要である。また,水需給の特にひっ迫した地域
においては,将来,水資源開発の代替的方策として雑用水道を布設することが考えられるため,厚生省では雑
用水道の基準策定に必要な調査研究に50年度から着手している。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和50年版）



  

各論
第2編  生活環境の整備
第1章  水道の整備
第2節  水道の現状と動向
3  水道の施設整備

水道の施設能力は,第2-1-5表のとおり,43年度の30,422千m 3/日に対し48年度には45,508千m3/日と約1.5
倍に増加しているが,この施設能力の拡大は大部分が上水道におけるものである。

第2-1-5表 施設能力

これに対し,簡易水道の施設能力にはほとんど変化がみられない。また,48年度において新たに布設された
簡易水道が630あるにもかかわらず,施設総数は漸減傾向にあることから,簡易水道が規模の適正化による
効率的運営を求めて統廃合を進め,上水道となっていることがわかる。

水道施設の建設費を1日1m3の水を作る水道施設の建設単価で比較してみると,第2-1-2図のとおり,水源を
ダムに依存するものがより割高となっている。また,上水道においては給水人口規模の大きなものほど割
高となっているが,これら規模の大きな水道が取水源を遠隔地に求め,ダムに依存する場合が多いため,ダム
建設コスト,導水コスト等が割高になることによるものと考えられる。水道用水供給事業の建設単価が他
と比べて割安になっているのは,水道用水供給事業が水道事業者へ浄水を卸売りする事業であることから,
他の水道事業に必要な配水施設費が含まれていないことによるものである。

第2-1-2図 1日1mの水をつくる水道施設の建設単価
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水道施設の建設単価は上水道,水道用水供給事業,簡易水道ともに上昇傾向にあるが,中でも簡易水道の上昇
率が著しく,1m 3/日当たり44年度には10万3,495円であったものが,49年度には48万2,662円と5年の間に
4.7倍に上昇している(第2-1-6表)。これは建設資材の高騰など一般的なコストアップ要因に加えて,近年建
設されるものは地理的条件の悪いところが多いため,上水道に比して割高になるためと考えられる。また
上水道についてみれば,中小規模水道の建設単価は5年の間に3万8,644円から8万3,517円へと約2.2倍に上
昇しており,大規模水道が7万3,186円から11万6,492円へと約1.6倍になっているのに比較して,その上昇率
はより高くなっている。このことは,中小規模水道においても新たにダムに頼らざるを得なくなっている
こと及び大規模水道におけるほど規模の経済が働かないことによるものと考えられる。

第2-1-6表 水道の建設単価の推移

水道の建設費の年次推移は,第2-1-3図のとおりであり,50年度においては7,881億円程度の投資額が見込ま
れるが,このうち上水道建設に対する投資額は7,385億円にのぼると推定される。これらの費用のほとんど
は,地方債と国庫補助金によって賄われている。そのうち上水道に対する国庫補助は,先行投資となるか又
は原水単価が割高となる水源開発,市町村の行政区域を越えて給水する広域水道の建設及び浄水場排水処
理施設の整備に対して行われており,その額は50年度において361億円となっている。また,50年度の地方
債予定額は6,060億円となっている。

第2-1-3図 水道事業投資額の推移
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また,簡易水道には市町村の財政力,建設条件等を考慮した国庫補助がなされており,50年度には建設費総額
496億円のうち国庫補助金は139億円,地方債予定額は259億円となっている。
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4  水質

水道水は飲用に適する水でなければならないことから,水道の原水の水質は清浄なものほど望ましいが,水
道の水源である公共用水域の水質汚濁の進行は,良質な水道原水を確保する上で大きな障害になってい
る。

汚濁物質の一時的な増加による水道への直接的な被害件数は,48年には194件であり,増加の傾向はやや鈍
化しているものの,汚濁原因は,砂利採取工事(75件),排油(49件),工場排水(48件),家畜排水(19件)などと多様
化している。これら突発的な汚濁が生じた場合には,取水の制限,停止にとどまらず,給水停止などにより,
水道を利用する市民の日常生活に影響を及ぼすこともある。

また,湖沼等の富栄養化による藻類等の異常発生に伴い,異臭味水の問題が慢性化している例があるが,直接
この原因を除去することが極めて難しいため,このような水道にあっては浄水場で活性炭処理等の高度な
処理を行うことにより対処すべく,施設の整備等が急がれている。
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5  水道の経営

水道(簡易水道を除く。)の経営は,地方公営企業法により,独立採算制を基本原則として運営されることに
なっており,水道事業者は経営の効率化に努める一方,その料金は適正な原価を基礎として企業の建全な運
営を確保することができるものでなければならないとされている。

水道の給水原価は,水道施設建設に伴うものと職員給与費・浄水費等の運営管理費から成り立っている。
水道の建設資金のほとんどは地方債と国庫補助金によって賄われているが,起債に伴う利子負担は,48年度
には有収水量1m 3当たりの総費用47.05円の23.3%に当たる10.98円と大きな部分を占めており( 第2-1-7
表),水道があいつぐ拡張工事を迫られていることを示している。

水道料金は,建設単価の上昇等のコストアップに伴い適時改訂されているが,ここ数年来,平均販売価格は常
に給水原価を下回っている(第2-1-8表)。

第2-1-7表 水道事業の費用内訳

第2-1-8表 上水道の平均販売価格と給水原価
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また,水道料金の家計支出に占める割合は,全国平均で約0.5%とほぼ毎年一定しており,電気,ガス等生活に
密接な関連を持つ他の公共料金に比較して相対的に低い(第2-1-4図)。しかし,水道を取り巻く地理的,社会
的条件等の差異により水道料金には著しい格差があり,しかも年々拡大する傾向にある(第2-1-5図)。

第2-1-4図 電気・ガス・水道料金調べ

第2-1-5図 水道料金の格差(1月当たり家庭用基本料金)

水道を取り巻く環境は今後ますます厳しくなることが予想される。したがって,以前にもまして経営の合
理化に努めることはもとより,地域的にバランスのとれた水資源開発,技術水準の高度化,財政基盤の強化等
を図るため,従来の行政区域にとらわれない効率的な経営規模を求めること,すなわち,水道事業の広域化を
推進する必要がある。
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1  一般廃棄物の処理の状況

廃棄物は,し尿,ごみなど,主として国民の日常生活に伴って生じる「一般廃棄物」と,事業活動に伴って生
じる燃えがら,汚でい,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類などの「産業廃棄物」とに大別される。

一般廃棄物のうち,し尿の処理の状況は第2-2-1表に示すとおりである。

第2-2-1表 し尿処理の状況

このうち,水洗化人口は,公共下水道の整備とし尿浄化槽の増加により,48年度末では約2,822万人に達し,前
年度に比べ12.9%の伸びを示している。また,計画収集量のうちし尿処理施設あるいは下水道終末処理場
で処理される割合は62.8%である。この処理方法と水洗化処理とを合わせてし尿の衛生的処理と呼んでい
るが,48年度におけるし尿の衛生的処理率は72.6%となっており,今後更にこの割合を高める必要がある。

下水道の整備されていない地域で水洗便所を設置する場合にはし尿浄化槽を設けなければならないが,国
民の水洗便所に対する要望の高まりに伴い,近年におけるし尿浄化槽の普及には目覚しいものがある。こ
れを設置数からみると,49年3月末日まで160万2,820基と41年3月の約9.8倍に達している(第2-2-2表)。
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第2-2-2表 し尿浄化槽の設置数

しかし,し尿浄化槽が定常的にその本来の機能を発揮するためには適正な維持管理が必要不可欠であり,そ
の適正を欠くときは放流水の水質が悪化し,公共用水域の汚染問題につながる可能性がある。このため,し
尿浄化槽設置者に対し,し尿浄化槽に関する知識の向上を図るとともに,し尿浄化槽清掃業者による定期的
な汚でいの引き抜き等の保守点検を受けるよう今後とも指導を強化していく必要がある。

次に,ごみの処理の状況は第2-2-3表に示すとおりであるが,43年度以降ほぼ10%の割合で増加してきたご
みの排出量は,48年度において初めてその伸び率が低下した。

これまでのごみ処理方法についての原則は,焼却することにより減量化,安定化し,焼却残灰を埋め立てる方
法であり,48年度末においては,計画収集量のうち焼却処理されるものの割合ば約47.5%であるが,今後はご
み焼却場によって余熱を利用する方法,コンポスティングあるいは分別収荷システム及び分別された再生
利用可能なごみの再資源化など焼却処理以外の処理方法についても検討を加えていく必要がある。

第2-2-3表 ごみ処理の状況
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また,ごみ,し尿など廃棄物の処理に当たっては,これが大気の汚染,水質の汚濁など環境汚染を生じないよ
うに,排ガス中のばい煙の除去,排水の処理などに万全を期する必要がある。

一般廃棄物の処理の状況は以上のようであるが,その処理事業は各市町村における歴史的,社会的実情など
の相違から様々な事業形態の下に行われている。これを分類すると,市町村の直営によるもの,市町村の委
託を受けた業者によるものとに分けられる。第2-2-4表は一般廃棄物の収集につき,これを事業形態別に示
している。

第2-2-4表 一般廃棄物の収集の事業形態
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2  下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措

置法

良好な都市環境の形成を図るため下水道の整備が強力に推進されているが,公共下水道の処理区域内では
くみ取り便所の新設は禁止され,既設のものは水洗便所に改造しなければならなくなる(建築基準法第31
条,下水道法第11条の3)。このため,下水道の普及に伴い,従来市町村の委託を受け又は市町村長の許可を受
けてし尿の収集,運搬又は処理を行ってきた業者の業務量が減少し,転廃業を余儀なくされるなどの問題が
生じている。

一方,し尿の適正な処理を確保するためには,要処理し尿の量の減少に見合った転廃業を行うこととする必
要がある。

このような事態に適切に対応するため,「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特
別措置法」が制定され50年5月23日に施行された。同法は,し尿処理業者等の業務の安定を図るとともに,
し尿の適正な処分を確保するための方策として,市町村がこれらの業者の経営の近代化,規模の適正化を推
進するために行う事業について合理化事業計画を策定し,この合理化事業計画の定めるところにより,事業
転換を行うし尿処理業者に対しては国,地方公共団体が金融措置及び従業員の転職を円滑にするための職
業訓練等の措置を講ずるよう努めるべきものとしている。
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3  一般廃棄物の処理施設の整備の状況

一般廃棄物処理施設の整備の状況は,第2-2-5表に示すとおりである。まず,し尿処理施設の49年度当初の
施設数は1,070,施設能力は8万5,362kl/日と35年度の約8.2倍になっている。また,団地などで家庭雑排水と
し尿を合併処理する地域し尿処理施設は49年度当初で110か所,計画処理人口48万8,707人である。

第2-2-5表 一般廃棄物処理施設の状況(着工べース)

次に,ごみ焼却処理施設についてみると,49年度当初の施設数は1,637,処理能力は10万5,633t/日と,35年度
の約12.1倍となっている。

また,粗大ごみ処理施設は,主として可燃性ごみを破砕する施設,不燃性ごみを圧縮する施設,そしてそれら
両者を兼ね備えた併用施設とに分けられるが,これらを合わせて,49年度当初の施設数は38基となってい
る。

第2-2-6表は,過去5年間の高速堆肥化施設の整備の状況である。46年度には18施設が稼動していたものが,
年々減少を続け49年度には8施設となったが,50年度においては減少が停止しており,高速堆肥化処理に対
する見直しの気運との関係で注目される。

第2-2-6表 高速堆肥化施設の整備状況
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一般廃棄物処理施設の整備に関する国の財政措置についてみると,廃棄物処理施設整備計画の最終年度に
当たる50年度の国の一般会計予算は,49年度同様,公共事業について総需要抑制のため財政規模が抑えられ
たが,生活環境整備の促進を図る上から,地方公共団体に対する廃棄物処理施設整備に要する補助額は,し尿
処理施設39億円,ごみ処理施設182億円,他省庁計上分14億円の計235億円が計上され,対前年度比25%の伸
びをみせた。なお,50年度財政投融資計画においては,地方公共団体の一般廃棄物処理事業に対し1,050億
円(対前年度伸び率32.8%増)が計上された。その内訳は,し尿処理施設282億円,ごみ処理施設748億円,収集
運搬車20億円となっている。
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第1節  一般廃棄物
4  一般廃棄物処理に関する調査

(1)  49年度において実施した調査研究

ア  廃棄物の処理技術開発に関する研究

49年度には廃棄物の埋立処分についての技術開発に関する研究(47年度～51年度)が行われた。これは,既
存埋立地のごみ層状態等の経年変化の実態調査及び新しい埋立方法として有望な好気性埋立ての技術的
可能性の追求を行ったものである。 

イ  中小都市の廃棄物処理システムの設計研究

本研究は,今日の都市社会における諸問題のうちの根本をなすものと考えられる廃棄物問題の解決策を,中
小都市をモデルとして47年度から継続して進めてきたものである。

49年度は,過去2か年の研究成果を総括し,最も重要であると思われる固型廃棄物の情報管理システムの実
験と,中小都市から政令都市規模への成果の適用の可能性を検討した。 

(2)  第2回日米廃棄物処理委員会の開催

49年9月24,25日の両日,第2回日米廃棄物処理委員会が米国ワシントンで開催された。本委員会は,廃棄物
に関する日米政府間ベースのもので,今回は,1)廃棄物処理の現状,2)廃棄物の収集,運搬及び処分,3)有害廃
棄物の管理,4)資源化再利用に関する日米両国における施設の現状及び問題点等について討議するととも
に,更に今後とも両国間における情報,技術等の交換を継続することの必要性が確認された。
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1  産業廃棄物の処理の状況

産業廃棄物は,これを排出する事業者が自ら処理しなければならない。また,市町村は一般廃棄物とあわせ
て産業廃棄物を処理し,都道府県は主として広域的処理を必要とする産業廃棄物の処理を行うことができ
るものとされている。これに基づき,生活環境の保全上特に必要な場合に公共的な主体による産業廃棄物
の処理を行うこととしている道府県があるほか,既に数府県において処理事業が実施されている。

都道府県知事は,その区域内の産業廃棄物の適正な処理を図るため,産業廃棄物に関する処理計画を定めな
ければならないこととされているが,50年6月現在,27道府県がこれを策定済みであり,その他5都府県が基
本計画を定めている。これらの処理計画においては,単独又は共同処理,地域別,業種別又は系列別処理な
ど,その都道府県の区域の産業構造に応じた処理体系の確立を目指している。

産業廃棄物の収集,運搬又は処分を業として行おうとする者は,都道府県知事又は保健所設置市長の許可を
受けなければならないが,この許可状況は第2-2-7表のとおりである。また,産業廃棄物処理施設を設置し
ようとする場合には,その工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならないこととされている
が,その届出状況は第2-2-8表のとおりである。これら産業廃棄物処理業者,産業廃棄物処理施設の設置に
対しては,公害防止事業団,中小企業金融公庫等の政府関係金融機関からの融資制度が設けられ,税制上も優
遇措置が講じられている。また,産業廃棄物処理業者の資質の向上を図るため,厚生大臣認定講習会が各地
で実施されている。

第2-2-7表 産業廃棄物処理業許可件数

第2-2-8表 産業廃棄物処理施設設置届出数
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2  産業廃棄物処理問題懇談会の中間報告

産業廃棄物の適正な処理を進めるに当たって生じる諸問題を解決するには,広く各界の意見を求めること
によって適切かつ効果的な施策を講じる必要がある。このため,48年11月5日,厚生大臣の私的諮問機関と
して「産業廃棄物処理問題懇談会」を設置した。同懇談会は今後のあるべき産業廃棄物処理システムに
ついて審議を重ねてきたが,49年8月13日,同懇談会の専門部会(制度部会及び技術部会)から主として学問
的立場からの対策のあり方について中間報告を受け,これを基本として具体的な方針を取りまとめるべく,
最終的な審議を行っているところである。

なお,この中間報告は,制度部会がまとめた制度面に関する報告(「廃棄物処理に関する費用負担及び公共に
よる関与のあり方について」)並びに技術部会がまとめた技術面に関する報告(「産業廃棄物処理に係る技
術面の検討について」)よりなっている。その概要はそれぞれ次のとおりである。 

(1)  「廃棄物処理に関する費用負担及び公共による関与のあり方について」

産業廃棄物処理は事業者責任の原則の下に行われなければならないものであるが,他方,その適正な処理を
推進するためには,行政面,司法面における本来的な公的関与から,誘導政策の導入や処理の主体としての公
的関与に至る様々の公共関与の分野が考えられる。本報告では,特にOECD(経済協力開発機構)のPPP(汚染
者負担の原則)との関連についても検討を行い,廃棄物処理に関する費用負担,公共による関与のあり方に関
する評価の基準及び国際的にも妥当とされる基本的な考え方(公準)を学問的に整理し,検討を加えたもの
である。 

(2)  「産業廃棄物処理に係る技術面の検討について」

この報告は,産業廃棄物の技術的分野において現在直面している典型的な基礎的技術問題に関し,現状分析,
問題点の指摘及び今後の課題の提案を行ったものである。この基礎的技術問題とは,1)産業廃棄物処理に
関する情報管理,2)産業廃棄物の埋立処分地における環境保全システム,3)産業廃棄物の資源化,4)産業廃棄
物処理に関する既存技術とその評価,5)産業廃棄物の海上処理である。
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3  産業廃棄物に係る調査研究

厚生省では,懇談会の設置と並行して,産業廃棄物処理に関する新しいシステムを編み出すための各種の調
査研究を実施し,今後の対策の検討を続けている。産業廃棄物処理のための法体系は一応整備されたとこ
ろであるが,その実態面をみると必ずしも適正な処理処分が徹底しているとは言い難い。こうした状況の
中で,最近情報管理の問題がクローズアップされている。

産業廃棄物については,その質,量等の排出実態,処理の実態,再利用の状況等が十分には握されていないた
め,産業廃棄物処理に関する総合的な計画の作成,広域処理,共同処理体制の整備等が進展せず,また,海洋投
棄等に対する監視が徹底しないなどの問題点を生じている。産業廃棄物の適正な処理を推進するに当
たっては,産業廃棄物処理行政の第一線にある地方公共団体を中核とした地域情報管理システムを整備し,
また,全国的な情報管理システムにまで発展させる必要がある。

既に48年において産業廃棄物システムを構成する各種要素との関連で情報管理システムの位置づけなど
その基本的な考え方について研究をしたところであるが,49年度においても「産業廃棄物に関する情報管
理及び管理システムに関する調査研究」を実施し,更に,48年度の研究を進め,モデル県における産業廃棄物
の排出など処理の実態に即した地域情報の管理システムの基本構想及びその整備の方法をまとめ,また,全
面的なシステム整備のための今後の方向性を探った。

また,「産業廃棄物の分類及び実態調査の方法の開発に関する調査研究」を実施し,これまで統一されてい
なかった産業廃棄物の分類方法及び実態調査の方法を確立するなどの研究を行った。これは全国的に統
一された産業廃棄物処理行政を推進するとともに,今後における情報システムのための基礎情報の統一化
にも資するものである。

産業廃棄物処理問題懇談会の中間報告において事業者責任の原則の下における産業廃棄物処理に関する
公共関与の基本的考え方が明らかにされたが,更に,「公共関与による産業廃棄物の処理事業実施方式に関
する調査研究」を実施し,具体的に主要な産業廃棄物の種類ごとに公共関与の必要性など公共関与に関す
る行政側の意志決定方法について研究を進めた。

その他,「有害物質を含む産業廃棄物の発生過程に関する調査研究」を実施し,有害物質を含有する産業廃
棄物を発生させる製造工程ごとにその発生メカニズムなど排出物の性状などを明らかにした。また,「主
要工業製品製造に伴う廃棄物発生に関する調査研究」では,主要工業製品ごとに製造など消費過程におけ
る廃棄物の排出原単位を調査した。

以上が49年度の調査研究の概略であるが,これらの研究は相互に密接な関連を有しており,この研究成果を
総合的に取り入れて,今後の産業廃棄物処理対策に反映させていかねばならない。
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1  国内の動向

(1)  食中毒の発生状況

我が国における食中毒の発生は,年ごとに多少の増減がみられるが,40年以降は横ばいの状況にある。

49年の食中毒の発生状況は,事件数が1,202件(対前年比0.08%増),患者数2万5,986人(対前年比29.5%減),死
者数48人(対前年比18.8%増)となっており,事件数はほぼ前年並みであるが,患者数が大幅に減少し,死者数
が増加しているのが特徴的である(第2-3-1表)。

第2-3-1表 食中毒事件数,患者数,死者数,り患率及び死亡率の年次推移

月別発生件数は,8月が463件(38.5%)と最も多く,次いで,7月194件(16.1%),9月150件(12.5%)の順となって
おり,7月～9月の3か月間で年間発生件数の67.1%を占めている(第2-3-1図)。

第2-3-1図 食中毒事件数と患者数の季節変動
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病因物質別の発生件数は,細菌に起因するものが最も多く654件(54.4%)を占めており,そのうち,腸炎ビブ
リオによるものが386件(32.1%),黄色ブドウ球菌によるもの184件(15.3%),サルモネラ菌によるもの66件
(5.5%),病原大腸菌によるもの16件(1.3%)の順となっている。

また,ふぐ,きのこ等の自然毒による食中毒は126件(10.5%)発生しているが,このうち,ふぐのテトロドトキ
シンに起因した食中毒は事件数72件,患者数139人,死者数36人であり,特に,死者数は全死者数の75%に達
している。しかし,これらの患者及び死者の大部分は,自分で調理し,摂取した事例であることが目立ってい
る。このほか,病因物質不明のものが407件(33.9%)あり,食中毒発生初期における検査材料の確保を更に徹
底するとともに,未知の病原微生物の研究を積極的に進めなければならない。

原因食品別の発生件数は,魚介類によるものが393件(32.7%)と最も多く,次いで,穀類及びその加工品によ
るもの67件(5.6%),野菜類及びその加工品によるもの59件(4.9%),肉類及びその加工品によるもの24件
(2.0%),卵類及びその加工品によるもの20件(1.7%),菓子類によるもの14件(1.2%)等となっている。また,原
因食品不明のものが417件(34.7%)ある。

原因施設別の発生件数は,家庭が最も多く335件(27.9%),次いで,飲食店259件(21.5%),旅館167件(13.9%),事
業場77件(6.4%)の順となっている。

摂取場所別の発生件数では,家庭が最も多く477件(39.7%),次いで,旅館167件(13.9%),事業場143件(11.9%),
飲食店133件(11.1%)の順となっている。

また,50年には国際的規模の食中毒が2件発生している。その一つは,50年2月コペンハーゲンで発生した日
航機機内食に起因する患者194人の食中毒事件であり,他の一つは,50年5月東京で発生したフィリピン航空
機機内食に起因する患者64人の食中毒事件である。これらはいずれも原因食品が外国で調理され,積み込
まれたものであるため,その原因は外国にあったといえるが,我が国から出発する国際線航空機も増加して
おり,国際的な新しい問題として機内食等の安全確保について万全を期す必要がある。 

(2)  国内監視体制の強化

ア  食品衛生監視員

食品衛生監視員は国,都道府県,政令市に配置されている。都道府県・政令市の監視員は,都道府県庁,市役
所及び保健所に配置され,約340万にのぼる食品関係営業施設の監視指導及び食品,添加物,器具,容器包装等
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の収去検査等に従事している。 

イ  監視指導の状況

都道府県等の食品衛生監視員が,49年中に行った監視指導の件数は,許可を要する営業施設(飲食店営業,菓
子製造業など34業種)に対するものが318万1,039件,許可を要しない営業施設(そう菜販売業,集団給食施設
など15業種)に対するものが166万1,304件で,年々漸増の方向にある。

また,監視指導及び収去検査の結果に基づく行政措置は,営業許可の取消しが11件,営業禁止が248件,営業停
止が1,321件,施設の改善命令が1,628件,物品の廃棄命令が3,591件,告発が37件,その他が3万7,467件であ
る。 

ウ  監視指導の強化

食品工業の発達に伴う食品関係営業施設の増加,食品流通の広域化,食品の多様化等に対処して食品等の安
全性を確保するため,今後とも食品衛生監視員の増員に努めるとともに,研修により最新の技術知識を修得
させる等監視員の資質の向上を図るほか,機動力を有する食品監視機動班の編成等効率的な監視指導体制
の確立推進を図る必要がある。 

(3)  輸入食品の監視指導体制の強化

食品等の輸入は,輸入件数,輸入数量とも毎年激増していたが,49年における輸入件数は20万2,007件,輸入数
量は2,053万トンであり,前年に比較し,輸入数量では約12%減少した。これは一時的な景気の後退による
ものと推定される(第2-3-2図)。

第2-3-2図 輸入数量の年度別推移

輸入食品は,国内製品と異なり製造過程等が不明であり,また,国によって食品衛生に関する規制が異なるた
め,我が国の食品衛生法の諸規定に適合しない不良食品等が輸入されるおそれはかなり高いので,輸入食品
に対する監視体制の強化が要請されている。現在,全国の主要14港に国の食品衛生監視員44人が駐在し,食
品衛生法第16条に基づく食品等輸入届出書の受理,書類審査,収去検査等を行い,不良食品の輸入防止に努め
ているところであるが,今後とも食品衛生監視員を増員して監視体制の強化を図るとともに,検査設備を整
備,拡充して,食品衛生上特に重要な食品について検査を実施することとしている。また,輸入食品の監視の
能率化を図り,その安全性を一層確保するために,食品等を輸入する際の手続,検査等の改正について検討を
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行っている。 

(4)  営業者の自主管理体制の強化

食品の安全確保は営業者に課せられた責務であり,営業者による自主的な衛生管理が要求されている。

営業施設の衛生的な管理運営については,都道府県知事が食品衛生法に基づく基準を定めて営業者に遵守
させており,また,49年12月には,製造過程における有害な熱媒体の混入防止のための措置の基準が設けら
れた。そのほか,社団法人日本食品衛生協会では,厚生省の委託により毎年全国で講習会を開催し,食品衛生
指導員(現在 4万8,000人)を養成し,営業者による自主的な衛生管理を推進している。 

(5)  試験研究機関及び検査施設の整備

食品関係工業の製造,加工技術の高度化,食品中の環境汚染物質の安全性等の新しい問題の出現,食品の安全
性についての消費者の関心の高まり等に伴い,食品等の適正な試験及び検査の需要は増大しており,また,高
度な技術も要求されている。これらの需要に対処するためには,国,都道府県,政令市の衛生検査施設の整備
を推進する必要があり,また,公的性格を有する民間検査施設の活用も重要である。こうした観点から,指定
検査機関の指定を推進し,その育成,整備に努めている。 

(6)  食品衛生の調査研究

食品衛生行政の科学的推進を図るため,食品,添加物等に関する各種の調査研究を大学や試験研究機関に委
託して行っているが,50年度は,水銀,鉛等の重金属の安全性,食品中のフタル酸エステル類の実態等の研究
を行うとともに,特に,食品添加物2(2-フリル)-3-(5-ニトロ-2-フリル)アクリル酸アミド(以下「AF2」と言
う。)の安全性論議の中で注目された化学物質の変異原性に関して,その基礎試験法の確立と評価方法に関
する研究の促進を図っている。 

(7)  食品事故救済対策

過去の食中毒事件のうち,社会の注目を集めてきた「森永ヒ素ミルク中毒事件」(30年)は,厚生省,被害者団
体及び森永乳業(株)の話合いによって,49年4月に財団法人「ひかり協会」が設立され,現在,この団体によ
り被害者に対して各種の救済事業が進められている。また,もう一つの大規模な食中毒事件である「カネ
ミ油症事件」(43年)は,被害者からカネミ倉庫(株),鐘ケ淵化学(株),国等を被告として損害賠償請求訴訟が
提起されているが,国は事件発生以来油症患者の追跡調査,油症治療研究等の推進に努めており,また,厚生
大臣と被害者との話合いも数回行われている。

なお,一般の食品事故による被害者の救済制度については,48年から専門家による研究会で研究が続けられ
ており,昨年中間報告がまとめられ,現在も検討が進められている。 

(8)  食品添加物の再検討

食品添加物については,その安全性について37年以来各種毒性試験を実施し,再評価を行ってきている。ま
た,安全なものであっても必要性が少ないものについては,できるだけ使用を減ずることとして調査研究を
行っている。この結果,これまでに食用紫色1号など43品目が削除され,化学的合成品である食品添加物は
333品目(50年7月末現在)となっている。

また,合成殺菌料として添加物の指定を受けていたAF2は,近年注目されてきた変異原性の見地から問題と
され,食品衛生調査会において,発がん性を含めて多角的検討が進められていたが,がん原性を有することが
判明したため49年9月指定が削除された。
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第2編  生活環境の整備
第3章  食品衛生
第1節  食品衛生の現状
2  国際的動向

食品の国際的流通はますます増大しているが,現在食品に対する法規制が国によって異なっており,国際的
な統一が望まれている。

このような観点から,37年FAO(国連食糧農業機関)とWHO(世界保健機関)が合同で国際食品規格計画を進
めることとし,38年にその実施機関としてFAO/WHO合同食品規格委員会が設立され,第1回の総会が開かれ
て以来今日まで,規格委員会の下部機関として設けられた各部会が中心となり統一的な規格作成の作業が
進められてきている。

現在まで,既に総会の最終検討を経て勧告規格となったものは,53規格,92残留農薬許容量,6分析法及び7取
扱規範があり,各国に対し受諾の要請が行われている。

なお,現在日本を含めて105か国がこの委員会に加盟している。
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食品の安全性を確保するためには,その製造,加工,保存,運搬等の各過程で衛生的な取扱いがなされること
が必要である。現在,清涼飲料水のほか18の食品群並びに乳及び乳製品について,細菌数,重金属類,残留農
薬等の成分規格と製造基準,保存基準等が必要に応じて定められており,また,添加物についてはその大部分
に成分規格と使用基準が定められている。今後も,食品安全基準という広い視野に立って,これら規格基準
の整備を計画的に進めていくこととしており,現在,油脂利用食品,乳幼児食品,レトルト食品について規格
基準設定のための作業を進めている。

また,規格基準設定のための基礎調査としての食品中の微量重金属の実態調査,大規模食品製造業のいっせ
い点検等,新しい問題に対応した各種の食品安全確保対策を実施している。
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第3章  食品衛生
第2節  食品の安全確保対策
1  AF2禁止後の食中毒対策

合成保存料AF2の使用禁止に伴い,細菌性食中毒,特に,ボツリヌス中毒,ウエルシュ菌中毒の防止対策とし
て,食肉製品及び魚肉ねり製品について製造基準及び保存基準が改正されるとともに,豆腐の製造基準及び
保存基準が49年10月に設定された。また,これらの食品の表示基準についても必要な改正が行われた。 

(1)  豆腐の規格基準

AF2の使用禁止に伴い,豆腐に起因する細菌性食中毒及び伝染病等の事故防止を図るため,新たに製造及び
保存の衛生的管理等に関する基準が定められた。

製造基準としては,原料用大豆の取扱いの原則,豆汁又は豆乳及び包装豆腐の殺菌方法,豆腐の水さらし方法
及び製造工程で使用する器具の衛生的管理等について定められた。

保存基準としては,冷蔵するか又は十分に洗浄殺菌した水槽内で飲用適の冷水で換水しながら保存するこ
となど,低温保存が義務づけられた。

(2)  食肉製品,魚肉ねり製品の規格基準

従前より食肉製品及び魚肉ねり製品については規格基準が設定されていたが,AF2の使用禁止に伴い,細菌
性食中毒,特にボツリヌス中毒の防止を図るため規格基準の改正を行った。

製造基準としては,製造に用いる原料肉の取扱いに関すること,並びに殺菌温度及び時間に関する規制を強
化するとともに,殺菌後の冷却方法に関して規制を行った。

保存基準は,魚肉ねり製品のうち魚肉ソーセージ,魚肉ハム及び特殊包装かまぼこについて10℃以下に保存
することとした。ただし,気密性容器に入れ,120℃で4分間以上加熱殺菌した食肉製品及び魚肉ねり製品,
並びにPH6.0以下,水分活性0.94以下に調整した魚肉ハム,魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこはこの適
用が除外された。

なお,これらの改正に伴い表示について所要の改正が行われた。
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2  製造業いっせい点検

食品製造業の大型化,高度化等に伴い,従来の監視指導業務に加えて製造工学的な点をも加味した高度の監
視技術が要求されている。

これらに対応するため,緊急性の高い業種から逐次いっせい点検を実施するとともに,収集した基礎的デー
タを検討して監視指導事項の整備改善を図ることにより,食品事故の未然防止に努めることとしている。

49年度は,食用油脂製造業,マーガリン及びショートニング製造業,食品の冷凍又は冷蔵業の三業種合計
3,948施設を対象にしてこのいっせい点検を実施したが,50年度は清涼飲料水製造業,乳処理業及び乳製品
製造業を対象に実施することとしている。
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3  生物濃縮実態調査

環境汚染に由来する食品の汚染は,食品の安全性確保の見地から重要な問題である。

農作物,魚介類などの食品中に存在する重金属には,環境汚染に由来するものと,自然界を介して天然に含有
されるものとがある。このため,特に蓄積性が高く,生物濃縮を生ずる重金属については,環境汚染以外に自
然界を介して食品に含まれているいわゆるバックグラウンドを調査し,実態をは握しておくことが必要で
ある。この見地から,穀類,果実野菜類,水産物等食品中に含まれるひ素,鉛等の重要な重金属類を対象に逐
次基礎調査を実施し,今後の食品の規格基準設定に資することとしている。
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4  残留農薬基準

病害虫を防除する目的で農作物などに使用される農薬は,その使用程度によって生鮮食品中に残留するお
それがある。このため,人の健康を損うことのないよう,食品の成分規格として農薬残留基準を設けること
とし,39年度より実態調査並びに基準設定を進めている。現在までに,米,きゅうりなど43食品について
DDT,BHCなど22農薬の残留基準を定めており,近くクロルフェンビンホス及びカタホールの2農薬に関し
て基準を設けるとともに,さといも,そばその他の9食品について新たに基準を設定する予定である。

なお,残留基準の定められた農薬については,農林省において安全使用基準が示され,地方農政局,各都道府
県等を通じて農薬の散布方法等の指導が行われている。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和50年版）



  

各論
第2編  生活環境の整備
第3章  食品衛生
第3節  牛乳,乳製品及び食肉
1  牛乳,乳製品の衛生

食生活の変化に伴い,牛乳,乳製品の生産と消費の伸びは著しいものがあり、日常の食生活の中でも主食と
同様に重要な地位を占めるに至っている。しかしながら,生乳生産量は47年まで順調に伸びていたもの
の,48年以降減少傾向にあり,そのうち飲用牛乳はほぼ横ばいである。

49年の生産は,生乳が486万4,000トン(40年比1.5倍),飲用向けが297万900トン(40年比1.6倍),バターが3万
8,799トン(40年比1.6倍),チーズが5万3,164トン(40年比3.3倍)である(第2-3-2表)。

第2-3-2表 牛乳生産量及び用途別乳量

牛乳,乳製品については栄養価の高い自然食品であることから,その重要性が認識され,衛生上の品質,表示
等に関する消費者の関心も極めて高く,これらの食品による事故の発生が消費者に与える影響も大きいの
で,牛乳,乳製品に対する指導,取締りの一層の強化に努めている。
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2  食肉の衛生

食生活の改善によって食肉の需要は増大しており,49年においては畜頭数は1,693万2,819頭(40年比2.0倍)
に達している。このうち牛は98万6,544頭(40年比約1.1倍),豚は1,571万5,863頭(40年比2.3倍)となってい
る。

近年,家畜飼養形態の変化,海外との交流の頻繁化,治療予防技術の進歩等によって家畜疾病の様相に変化が
みられている。また,48年11月に我が国で初めて豚水胞病の発生があるなど,と畜場における検査も科学的
な精密検査が要求されており,現在の30都県市に食肉衛生検査所を設置してこれに対処している。今後と
も,科学的な食肉検査を実施するため,このような検査体制の強化拡充を推進する必要がある。

と畜場は,49年末現在で570か所(40年末827か所),うち公立405か所,私立165か所となっており,と畜場の衛
生保持のための施設の整備を行うため特別地方債による整備を進めており,今後,更に中小規模施設の整理
統合を図り,衛生的取扱いによる食肉衛生の向上を一層強化する必要がある。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和50年版）



  

各論
第2編  生活環境の整備
第3章  食品衛生
第4節  食品添加物

化学的合成品である食品添加物は,厚生大臣が人の健康を損うおそれがないとして指定するものを除いて,
その使用等が禁じられており,指定に際しては各種の毒性試験等のデータに基づき安全性のチェックがな
されている。しかしながら,食品添加物の安全性確認のために行われる各種の毒性試験の技術水準ば年々
向上しているため,指定後においても常に新たな技術水準をもって見直しを進めることとしている。

この見直しは,37年から開始され,45年度から拡充強化された。49年度からは,従来実施されてきた慢性毒
性試験,催奇形性試験等に加え相乗毒性試験も行うこととし,今後とも最新の科学技術水準に基づいた再評
価を進めることとしている。

これまでの再評価の結果、ズルチンなど43品目の指定削除がなされ,化学的合成品たる食品添加物は333
品目となっている。

更に,その安全性について問題がない食品添加物であっても,これを食品に使用する必要性が少ないものに
ついては,その使用を減少させる等規制を強化することとしており,この結果,生鮮野菜,のり,しょう油,カス
テラ等へのタール色素系着色料の使用を禁ずる等の措置をとった。今後も,更に使用実態の調査などを行
い,使用基準の再点検を図ることとしている。

AF2については,魚肉ねり製品、豆腐などの合成殺菌料として40年以降使用されてきたが,近年目ざましい
進展を示した遺伝毒性学的手法による実験において変異原性を示したということから,AF2の安全性につ
いて再検討すべきとされ,食品衛生調査会において多面的な資料の収集,検討が行われた。この食品衛生調
査会における審議の途中,かねて実施されていた国立衛生試験所での毒性試験結果が提出され,高投与量に
おいて腫瘍の発生が認められると報告されたため,AF2は食品添加物として不適とされ,指定が削除される
こととなった。

このAF2の使用禁止に伴う細菌性食中毒の防止対策を強化するため,豆腐について製造基準保存基準を新
たに設けるとともに,魚肉ねり製品,食肉製品について現行の基準の一部改正を行った(第2節1参照)。

サッカリン及び同ナトリウム(以下,サッカリンという。)については,古くから人工甘味料として使用され
てきたが,42年にFAO/WHO合同食品添加物専門家委員会においてその安全性について検討され,サッカリ
ンの一日摂取許容量を5mg/kg(体重)とするよう報告された。ところが,48年に米国で,サッカリンに発が
ん性の疑いがあるとの報告があったため,食品衛生調査会(毒性,添加物合同部会)において検討され,その結
果,サッカリンに発ガン性ありとは断定し難いが暫定的に一日摂取許容量を1mg/kg(体面と定め,新たな実
験報告がなされたときに再検討することとされ,これにより暫定的な使用基準が設けられていた。しかし
ながら,49年に行われたFAO/WHO合同食品添加物専門家委員会が,一日摂取許容量5mg/kg(体重)を変更す
る必要はないと報告したこと,また,国立衛生試験所において実施中であったぼうこうがんに関する発がん
性試験でも発がん性を否定する結果が得られたことから,50年食品衛生調査会で検討の結果,サッカリンの
一日摂取許容量を5mg/kg(体重)と改め,食品ごとの使用基準を改正するよう意見具申がなされたため,同年
7月所要の改正が行われた。
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各論
第2編  生活環境の整備
第3章  食品衛生
第5節  器具,容器包装,おもちゃ及び洗浄剤
1  器具及び容器包装

食品の調理,加工あるいは保存等に用いられる器具及び容器包装については,従来から保健衛生上の見地か
ら各種の規格基準の整備を行ってきたところであり,特に,合成樹脂製器具及び容器包装については46年度
以降予算措置がなされ,48年には,まず塩化ビニール樹脂製品について一般規格とは別に個別規格が設けら
れた。今後とも,ポリオレフィンなど各々の個別規格を整備していく予定である。
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第2編  生活環境の整備
第3章  食品衛生
第5節  器具,容器包装,おもちゃ及び洗浄剤
2  おもちゃ

乳幼児が用いるおもちゃについては,口に触れること等による健康上の危害の発生を防止するため衛生上
の規格基準を設ける作業を進めているが,これまでに,おりがみ,うつしえなど5品目についてひ素,カドミウ
ム,鉛などの重金属,着色料等に関する規格基準が設定されている。現在,更に,おしゃぶり,はがためなど数
品目について規格基準の整備を進めることとしている。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和50年版）



  

各論
第2編  生活環境の整備
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3  洗浄剤

野菜,果実又は飲食器の洗浄剤については従前から適正な使用を行うよう指導してきたが,47年の食品衛生
法改正により,公衆衛生上の見地から適正な使用をさせるための基準及び品質規格の設定並びに有害な洗
浄剤の排除が法的に行えることとなった。これに基づき,48年に洗浄剤の品質規格及び使用方法の基準が
告示された。

なお,48年度より各種洗浄剤について計画的に催奇形性,発がん補助試験等を行い,安全性の再点検を実施し
ている。
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第2編  生活環境の整備
第4章  生活環境の衛生管理
第1節  環境衛生関係営業
1  営業施設の概要

「環境衛生関係営業」の範囲は,「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」において定義されて
おり,具体的には理容業,美容業,クリーニング業,旅館業,興行場営業,公衆浴場業,飲食店営業,喫茶店営業,食
肉販売業等国民生活に密着したサービスを提供する広範な営業が含まれている。

営業施設数の動向は,その営業の浮沈を端的に示している。例えば,興行場は,映画産業の斜陽化に伴い,施
設数が漸減の傾向にある。公衆浴場についてみると,サウナ等のいわゆる特殊浴場の数は増加しているが,
一般の公衆浴場では,収益性の低さ,自家風呂の普及等の原因により毎年転廃業する者が続出しており,場所
によっては自家風呂を持たない住民の生活に深刻な影響を与えているところもある(なお,厚生省において
は,現在,公衆浴場確保対策検討委員会を設置して,公衆浴場の確保に関する基本的な施策のあり方を検討し
ている。)。また,旅館業についてみると,簡易宿所の増加が目立っているが,これは民宿ブームによる民宿
施設数の増加によるところが大きいものと思われる。

環境衛生関係営業施設数の全体的な動向をみてみると,施設が相対的に過剰傾向をみせており,その増加率
は漸減の傾向にあるものと認められる。

なお,49年末における施設数は,第2-4-1表のとおりである。

第2-4-1表 環境衛生関係営業の施設数及び事業所規模
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2  監視及び指導

衛生水準の確保は,環境衛生関係営業にとって特に必要なことであり,個々の法令においてそれぞれ公衆衛
生上遵守すべき一定の基準が定められているほか,保健所に置かれている環境衛生監視員によって,必要な
監視指導が行われている。環境衛生監視員による監視指導回数は、地域健康センターとしての保健所の
役割の増大,監視員の増加が施設数の増加に追い付かないこと等のために,毎年ほぼ同じ回数にとどまって
いる。ここに,各営業者に自主的に衛生水準の確保を図らせ,監視員による監視指導業務を補完させる必要
が生ずるが,このため大きな役割を果たすべきものが,環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律に基
づいて各部道府県単位ごとに設立される各業種ごとの環境衛生同業組合である。
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3  経営の現状

環境衛生関係営業は,業種によりそれぞれ異なった事情があるが,一般的には次のような特色がある。

第1は,第2-4-1表にみるとおり,零細規模の営業が多く,従業員5人未満の事業所が80%を超えており,年々そ
の割合が高まっているところである。これは,環境衛生関係営業が生業的性質を有することによるもので
ある。

第2は,慢性的な人手不足の状況にあることである。

第3は,営業施設の相対的過剰傾向が見受けられることである。特に,クリーニング業,理・美容業等におい
てはその傾向が著しく過当競争とでもいうべき状態となっている。この過当競争に更に拍車をかけてい
るのが大企業の中小企業分野への進出であり,このため,中小企業性事業分野の確保に関し法律の制定を望
む声も強いが,これには,営業の自由,自由競争の確保という観点からみて種々の問題があることが指摘され
ている。

第4は,第2-4-2表にみられるような料金の上昇が挙げられる。これらの業種においては,その性格上,もとも
と合理化による生産性の向上を図ることが困難なため,人件費等の諸経費の上昇がそのまま料金にはねか
えること等により料金の上昇が著しくなっている。

第2-4-2表 環境衛生関係営業の料金

このように,環境衛生営業の大部分は経営基盤がぜい弱な中小零細企業であり,変動する社会経済環境に順
応しにくい体質を有しており,ともすれば業者間の過当競争等により経営が不安定に陥りやすく,ひいては
適正な設備,衛生基準の維持等その健全な経営が阻害される傾向にある。
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このために、環境衛生営業については,その体質を強化し,経営の安定と衛生水準の向上に資するため,従来
から環境衛生金融公庫より営業設備の近代化を進める等の設備改善資金に対する長期・低利の融資が行
われており,あわせて,これらの施策の効果的な活用を期するため営業者に対する組織的な経営指導の強化
が図られている。

環境衛生金融公庫の貸付けは年々増加し,49年度の業種別貸付状況は,第2-4-3表のとおりとなっている。
また,50年度の融資枠は,対前年度(1,265億円)の20.9%の増に当たる1,530億円(うち,小企業設備改善資金特
別貸付け200億円)が計上されており,融資条件についても,貸付限度額の引上げ(一般貸付1,500万円以内を
1,800万円以内),融資対象の拡大等の改善が図られている。

第2-4-3表 環境衛生金融公庫業種別申込・貸付状況

また,環境衛生営業の経営指導の体制としては,46年度に「経営相談員制度」を,48年度には「経営特別相
談員制度」を設け,それぞれ業界組織における自主的な指導・相談業務活動が促進されている。これら相
談員の養成は,国が定める講習要領による各都道府県の講習会で行われている。経営相談員は,営業者の相
談に応じ,金融,税務,経理,衛生等の指導業務に従事しており,経営特別相談員は,48年度に創設された環境衛
生金融公庫の「小企業設備改善資金特別貸付制度」が無担保,無保証融資であることにかんがみ,その円滑
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な運用を期するための指導事務を中心に,経営相談員との連携を図りつつ,営業者の経営指導に従事してい
る。更に,49年度には,これらの経営指導をより専門的に行うことを目指し,都道府県環境衛生同業組合連絡
協議会等に所定の資格(中小企業診断上等)を持った「経営指導員制度」を設け,従前の経営相談員等が行
う業務の助言・指導その他財務管理を中心とした専門的指導に当たらせることとし,組織的な経営指導体
制の整備が進められることとなった。

今後とも,これら融資の拡大等の施策の推進が要請されている。
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近年の化学工業の飛躍的発展により,各種の化学物質が処理剤,加工剤として繊維製品,家具,洗剤,塗料等の
家庭用品に使用され,難燃性,柔軟性,防かび性,防しわ性等によりその品質を高め,国民生活に大いに利便を
供している。その反面,これらの化学物質の人体への影響についてはほとんど検討がなされず,保健衛生上
何らの規制もないまま家庭用品として生産,消費されていたため,家庭用品による健康被害の問題が新たに
提起されるに至った。すなわち,40年代に入り,主婦連,学者,国民生活センター,地方消費生活センター等の
調査結果において,かなりの健康被害がみられ,45年に科学技術庁の「衣料処理剤に関する基礎調査資料」
が発表されるに及び,被害実態もかなり詳細に明らかになった。これらの被害調査報告によると,特に人体
との接触の頻度の高い衣料による被害例が多く,これは繊維製品等に使用されている各種加工剤の影響と
考えられた。また,被害の大半は,かぶれ,かゆみ,湿疹等の皮膚障害であるが,その他慢性的な内科疾患(めま
い,気管支炎,肝障害等)の可能性も指摘されていた。

このような状況から,厚生省においては,46年度に厚生科学研究補助金により,「日用品等に含まれる化学物
質の健康に及ぼす影響に関する研究」を行い,47年度からは,ホルムアルデヒド,有機水銀化合物,有機塩素
系防虫剤,有機リン系防炎剤,有機スズ系衛生加工剤等,主として繊維製品の処理剤として使用されている化
学物質について各種毒性試験を実施してきたが,48年10月,家庭用品の安全性を確保するための「有害物質
を含有する家庭用品の規制に関する法律」が成立し,49年10月から関係政省令とともに施行された。この
中で,ホルムアルデヒド,有機水銀化合物など5物質が有害物質として指定され,これら有害物質を含有する
家庭用品の規制基準が設定されてここに有害物質を含有する家庭用品の規制行政の第一歩が踏み出され
た。

この法律に基づき,国,都道府県及び保健所を設置する市に,立入検査等の業務を行う家庭用品衛生監視員が
置かれ,販売されている規制対象家庭用品が厚生省令で定める基準に適合しているかどうかを監視し,家庭
用品の安全性の確保を図っている。また,家庭用品の製造業者等が,基準に適合しない家庭用品を販売又は
授与したことにより,人の健康に被害が及ぶおそれのある場合には,厚生大臣,都道府県知事,又は保健所を
設置する市の市長は,業者に対し,当該家庭用品の回収その他の必要な措置を取るよう命ずることができ,更
に,家庭用品について基準が特に定められていない場合であっても,万一家庭用品に含まれている物質に
よって重大な健康被害が生じた場合には,その被害の拡大を防止するため必要な限度において回収等応急
の措置を取るよう,業者に対して命ずることができることになっている。

厚生省においては,家庭用品の安全性をより確実なものとするために、既に規制の対象となっている品目
のほかにも,家庭用品に使用されている各種化学物質について,引き続き急性毒性試験,慢性毒性試験,皮膚
刺激試験,アレルギー試験,発がん性・催奇形性試験等を実施しており,今後も,人体の健康保護のために規
制を行う必要があると認められる化学物質は,生活環境審議会の意見を聞いた上で順次有害物質として指
定し,当該化学物質を含有する家庭用品について規制基準を定めていく予定である。
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1  建築物衛生

建築物の衛生面における維持管理対策は,45年10月に施行された「建築物における衛生的環境の確保に関
する法律」に基づいて行われている。

同法は,多数の者が使用し,又は利用する一定規模以上の建築物で,興行場,百貨店,店舗,事務所,学校等の用途
に供されるもの(特定建築物)について,建築物環境衛生管理基準に従って維持管理することを義務付ける
とともに,建築物環境衛生管理技術者にその監督に当たらせることにより,建築物における衛生的環境の確
保を図ることを主な内容とするものである。

同法の施行後においても,ビルの増加,それに比例するビル利用者数の増加に伴い,同法に基づく施策の充実
が逐次図られている。

その第1は,特定建築物の範囲の拡大である。45年の同法施行時には延べ面積が8,000m2以上のビルを対象
としていたが,その後の中央管理方式の空気調和設備の普及,水質管理の必要性等にかんがみ,同法施行令が
改正され,48年11月から5,000m 2以上のビルが対象とされた。更に,51年7月からは3,000m2以上のビルを
対象とし,より広範な建築物について衛生的環境の確保が図られることとなっている。

その第2は,建築物環境衛生管理基準徹底のための施策である。この建築物環境衛生管理基準については,
従来その遵守状況が必ずしも芳しくなかった(第2-4-4表)。このため,49年4月に同法施行規則が改正され,
この基準を遵守するために不可欠である空気環境の測定,水質検査等の実施回数が定められるとともに,こ
れらを受託して実施する者について厚生大臣の指定制度を設けることにより管理基準遵守のための実施
体制の改善強化が図られることになった(50年6月現在,指定業者数は473である。)。

第2-4-4表 管理基準に対する適合状況
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なお,厚生大臣の行う試験に合格し,又は厚生大臣の指定する講習会を受講して建築物環境衛生管理技術者
の免状を受けた者は,50年6月30日現在で1万2,119名に達している。
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2  ねずみ,こん虫等駆除事業

ねずみ,こん虫等の駆除事業は,従来から防疫行政の一環として,市町村の衛生班及び地区衛生組織活動を中
心に推進されてきたが,最近では,下水道や廃棄物処理施設の整備に伴って従来の発生源は大幅に減少して
きている。しかしながら,近年の急激な都市化の進展に伴う人口の都市集中化や,生活,建築様式の変化は,
クマネズミに代るドブネズミの繁殖,あるいはビルの地下汚水ピットやし尿浄化槽からのチカイエカの発
生など,ねずみ,こん虫等の生態に変化が生じてきており,これに対応した施策の推進が要請されている。

これらの駆除に当たっては,薬物使用のみならず,常に生活環境を清潔にするとともに,ねずみ等のえさとな
る食料品の適正管理や滞水か所等のこん虫発生源の除去など,環境的駆除方法を加えた総合的な駆除対策
を推進している。

なお,定住人口が少なく,建築規模の大きい都市部においては,地区衛生組織による活動は期待できないの
で,専門駆除業者を指導育成し,これを加えた新たな駆除体制の確立に努めている。
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第4章  生活環境の衛生管理
第3節  建築物衛生その他の環境衛生対策
3  狂犬病予防事業

我が国における狂犬病は,25年に狂犬病予防法が公布施行され,畜犬の登録,狂犬病予防注射の実施,違法犬
の捕獲抑留等を徹底して実施したことにより急速に減少し,人については特殊例を除いて30年以来,犬につ
いては32年以来その発生はない。

49年における犬の登録頭数は320万7,504頭(40年比1.35倍),狂犬病予防注射頭数は514万5,333頭(40年比
1.2倍),抑留頭数62万6,699頭(40年比1.3倍)となっている。

また,狂犬病予防とは別個の問題であるが,犬によるこう傷事故等の被害が発生し,社会問題となっていたた
め,総理府の所管する「動物の保護及び管理に関する法律」が49年4月に施行され,動物の虐待を防止する
とともに,動物の管理に関する事項を定めることにより,動物による人の生命,身体及び財産に対する侵害を
防止するよう対処された。
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各論
第2編  生活環境の整備
第4章  生活環境の衛生管理
第3節  建築物衛生その他の環境衛生対策
4  墓地及び埋葬等

墓地,埋葬等については,「墓地,埋葬等に関する法律」によってその適正な管理や執行が期されている。

従来のいわゆる墓地行政は,国民の宗教感情の尊重と公衆衛生その他公共の福祉の見地との調和に配慮し
つつ,地域ごとにそれぞれの実状に応じた施策が行われてきた。しかし,近年特に大都市周辺において墓地
の供給不足が顕著になり,国民の需要に十分こたえられなくなっている状況がみられ,他方,墓地公園の普
及,近代的火葬場の設置,土葬数の減少(土葬の比率45年20.8%,47年17.8%,49年15.6%)などにみられるよう
に墓地,埋葬に対する国民のイメージも変化してきている。

このような墓地等をめぐる状況の変化の中で,国民の宗教感情に即しつつ,国民の需要にも十分こたえる墓
地,火葬場等の整備のため,更に積極的施策を講ずることが期待されている。

火葬場については,自治省が交付する広域市町村圏振興整備事業のための補助金や年金積立金還元融資制
度の活用(49年度は火葬場のために約11億円の貸出し)により整備が進められている。

なお,49年度末における墓地等の施設数は,墓地90万5,702,火葬場2万712,納骨堂8,231となっている。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和50年版）




